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番 号 表 題 担当課名

５ 歳入の収納の事務を私人に委託した件



徳
島
県
告
示
第
四
百
九
十
三
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
機
関
と
し

て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
六
年
十
月
十
五
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

名

称

所

在

地

開

設

者

指
定
年
月
日

佐
々
木
歯
科
医
院

三
好
市
池
田
町
マ
チ
二
一
七
〇
―

佐
々
木

丘
人

令
和
六
年
六
月

五

十
六
日

こ
あ
ら
薬
局

徳
島
市
名
東
町
一
丁
目
九
一

株
式
会
社
ｚ
ｏ
ｏ
フ
ァ

同

七
月

ー
マ
シ
ー

一
日

オ
ブ
リ
ー
ジ
ュ
調
剤
薬
局

同

佐
古
八
番
町
三
―
一
四

株
式
会
社
徳
島
ベ
ー
ス

同

佐
古
店

十
四
日

お
う
ち
診
療
所
神
山

名
西
郡
神
山
町
神
領
字
本
上
角
一

医
療
法
人
平
成
博
愛
会

同

八
月

〇
〇
―
四

一
日

三
愛
薬
局
大
津
支
店

鳴
門
市
大
津
町
木
津
野
字
中
ノ
越

株
式
会
社
三
愛
薬
局

同

五
一
―
一

と
み
お
か
ハ
ー
ト
ク
リ
ニ

阿
南
市
富
岡
町
東
新
町
一
一
七
―

數
藤

久
美
子

同

ッ
ク

一

八
日

き
り
ん
調
剤
薬
局
富
岡
店

同

一
二
二

株
式
会
社
ナ
ー
シ
ー
ズ

同

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

名
西
郡
石
井
町
石
井
字
石
井
六
二

合
同
会
社
Ｎ
Ｏ
Ｂ
Ｉ
Ｌ

同

ア
ズ

九
―
四

Ｖ
Ａ

二
十
九
日

常
三
島
歯
科
口
腔
外
科

徳
島
市
金
沢
一
丁
目
二
―
七
三
―

塩
栗

大
輔

同

九
月

一

一
日

お
お
ざ
と
薬
局
阿
南
店

阿
南
市
西
路
見
町
元
村
一
二
―
一

株
式
会
社
ウ
ィ
ズ
・
ワ

同

イ



徳
島
県
告
示
第
四
百
九
十
四
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療
機

関
の
廃
止
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
六
年
十
月
十
五
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

名

称

所

在

地

開

設

者

廃
止
年
月
日

藤
中
内
科
医
院

徳
島
市
昭
和
町
一
丁
目
二
一

医
療
法
人
藤
中
内
科

令
和
六
年
四
月

医
院

一
日

み
き
歯
科
医
院

板
野
郡
藍
住
町
勝
瑞
字
成
長
五
九

三
木

敦

同

五
月

―
三

古
山
ハ
イ
ツ
一
〇
五

十
七
日

鴨
島
歯
科

吉
野
川
市
鴨
島
町
鴨
島
大
北
六
七

北
岡

靖
啓

同

六
月

四
―
一
〇

六
日

佐
々
木
歯
科
医
院

三
好
市
池
田
町
マ
チ
二
一
七
〇
―

佐
々
木

康
夫

同

五

十
五
日

尾
形
歯
科

徳
島
市
幸
町
三
丁
目
五
五

自
治

尾
形

憲
子

同

会
館
一
階

三
十
日

け
ん
な
ん
メ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ

阿
南
市
日
開
野
町
筒
路
一
五
―
一

後
藤

宏
樹

同

七
月

ッ
ク

阿
南
開
発
ビ
ル
五
階

一
日

工
藤
歯
科
医
院

吉
野
川
市
鴨
島
町
西
麻
植
字
麻
植

医
療
法
人
工
藤
歯
科

同

市
九
一
―
一

医
院

三
十
一
日

三
原
歯
科
医
院

徳
島
市
秋
田
町
三
丁
目
一
五

三
原

正
路

同

八
月

八
日



徳
島
県
告
示
第
四
百
九
十
五
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療
機

関
の
休
止
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
六
年
十
月
十
五
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

名

称

所

在

地

開

設

者

休
止
年
月
日

福
島
内
科

板
野
郡
板
野
町
西
中
富
字
喜
多
居

医
療
法
人
福
島
内
科

令
和
六
年
六
月

地
八
一
―
一

一
日



徳
島
県
告
示
第
四
百
九
十
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
機

関
の
廃
止
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
六
年
十
月
十
五
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

指
定

に
係

る

指

定

に

係

る

名

称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

事
業
の
種
類

廃
止
年
月
日

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地

医
療
法
人
仁
寿
会

徳
島
市
北
島
田
町
一
丁
目
一

東
洋
病
院
在
宅
ケ

徳
島
市
北
島
田
町
一
丁
目
一

居
宅
介
護
支
援

令
和
六
年
八
月

六
〇
―
二

ア
セ
ン
タ
ー
・
ヘ

六
〇
―
二

三
十
一
日

ル
ス
パ
ー
ク



徳
島
県
告
示
第
四
百
九
十
七
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
機

関
の
指
定
に
係
る
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
の
変
更
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
六
年
十
月
十
五
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

主
た
る
事
務
所
の

指
定
に
係
る
事
業
所
の
名
称

指
定
に
係
る
事
業
所
の
所
在
地

名

称

変
更
年
月
日

所

在

地

旧

新

旧

新

社
会
医
療
法
人
養
生
園

徳
島
市
川
内
町
北
原
三

リ
ハ
ビ
リ
セ
ン
タ

介
護
老
人
保
健
施

徳
島
市
丈
六
町
山
根
五

徳
島
市
川
内
町
北
原
三

令
和
六
年
七

一
―
三

ー
グ
リ
ー
ン
丈
六

設
リ
ハ
ビ
リ
セ
ン

一

一
―
三

月
一
日

タ
ー
グ
リ
ー
ン
Ｔ

Ａ
Ｏ
Ｋ
Ａ

同

同

介
護
老
人
保
健
施

同

同

同

同

設
リ
ハ
ビ
リ
セ
ン

タ
ー
グ
リ
ー
ン
丈

六

同

同

リ
ハ
ビ
リ
セ
ン
タ

リ
ハ
ビ
リ
セ
ン
タ

同

同

同

ー
グ
リ
ー
ン
丈
六

ー
グ
リ
ー
ン
Ｔ
Ａ

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ

Ｏ
Ｋ
Ａ
訪
問
リ
ハ

ー
シ
ョ
ン

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン



徳
島
県
告
示
第
四
百
九
十
八
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
施
術
機

関
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
六
年
十
月
十
五
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

施
術
者
の
氏
名

施
術
者
の
住
所

指
定
年
月
日

十
河

仁
和

阿
南
市
羽
ノ
浦
町
中
庄
中
屋
二
六
―
二
七

令
和
六
年
八
月
一
日

金
川

真
奈
美

徳
島
市
万
代
町
七
丁
目
一
―
六

サ
ー
パ
ス

同

万
代
町
七
〇
五



徳
島
県
告
示
第
四
百
九
十
九
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
施
術
機
関
の
廃
止
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
六
年
十
月
十
五
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

施
術
者
の
氏
名

施
術
所
の
名
称

施
術
所
の
所
在
地

廃
止
年
月
日

大
沼

武
幸

日
和
佐
接
骨
院

海
部
郡
美
波
町
奥
河
内
寺
前
四
九

令
和
六
年
六
月

三
―
一
〇

三
十
日

山
口

公
一

山
口
接
骨
院

阿
南
市
富
岡
町
滝
の
下
一
八
―
一

同

九
月

四

一
日



徳
島
県
告
示
第
五
百
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
施
術
機
関
の
指
定
を
受
け
た
施
術
者
の
住
所
の
変
更
に
つ
い
て
、

次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
六
年
十
月
十
五
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

施
術
者
の
住
所

施
術
者
の
氏
名

変
更
年
月
日

旧

新

島
田

卓
也

徳
島
市
北
田
宮
一
―
五

徳
島
市
八
万
町
法
花
谷

令
和
六
年
一
月
十
日

―
四
七

花
ぽ
ー
と
Ｃ

二
五
三
―
一

パ
ル
コ

棟
二
〇
二

シ
ャ
ル
マ
ン
Ｂ
一
〇
一



徳
島
県
病
院
局
告
示
第
五
号

地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
法
律
第
十
九
号
）
附
則
第
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
準
用

す
る
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
前
の
地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
）
第
三
十
三
条
の
二
の
規
定
に

よ
り
、
令
和
六
年
十
月
一
日
次
の
事
務
を
弁
護
士
法
人
エ
ジ
ソ
ン
法
律
事
務
所
に
委
託
し
た
。

令
和
六
年
十
月
十
五
日

徳
島
県
病
院
事
業
管
理
者

北

畑

洋

徳
島
県
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
徳
島
県
条
例
第
三
十
七
号
）
第
十
条
第

一
項
に
規
定
す
る
使
用
料
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
使
用
料
又
は
手
数
料
の
う
ち
、
滞
納
さ
れ
た
使

用
料
及
び
手
数
料
の
収
納
の
事
務
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